
 電力広域機関は、全国大での需給調整機能の強化という目的の達成に向け着実に活動を行ってきた。今後、法改正に伴う新たな
業務への対応や再エネ主力電源化に向けた更なる需給調整機能の強化等の観点から、以下の機能強化を図る必要がある。
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取りまとめ概要

ガバナンスの強化 中立性・公平性の向上 情報収集・発信機能の強化

取りまとめ

 上記方向性を踏まえ、電力広域機関は、具体的な行動計画（アクションプラン）を策定するとともに、定期的にフォローアップを実施。

 プロパー職員の採用強化等による大手電力（旧一般
電気事業者及び電源開発）出向者比率の計画的
な引き下げ

 プロパー職員等のスキル向上のための研修の充実
 会員との双方向のコミュニケーション（アンケート調査の
実施による会員意見を踏まえた業務運営への反映）

 2050年カーボンニュートラルを見据えた、海外組織と
の連携強化等による海外情報の収集機能の強化

 事業の中期計画等の情報発信の強化
 会員の新たなビジネスの創出に向けた取組検討

 多額の資金管理業務等の追加に伴う、監査法人に
よる会計監査の導入

 監事・監査室による監査機能の強化
 業務遂行体制の強化（業務の追加に合わせた役職
員の増員）

 一定の新陳代謝と業務継続性の確保を両立した役
員の再任回数の上限の見直し

 事業の中期計画の策定、フォローアップ

目的

各一般送配電事業者を離れた独立的な立場から、専門的な知見や経験を生かし、
全国大での効率的かつ効果的な電力ネットワークの整備・運用等を行う機能を強化

取組内容

機能の強化の方向性

 2020年６月に成立したエネルギー供給強靭化法に伴い、電力広域機関の役割がますます重要となる中、これまでの活動について、
中立性や公平性の観点を含め第三者による検証を行い、取りまとめを行った上で、その結果を踏まえて、同機関が求められる機能を
果たせるよう、必要な取組を進めていくことを目的とする。
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